
千葉北脳卒中地域連携パス研究会	 会則 
 

第１条（名称） 

本会は、「千葉北脳卒中地域連携パス研究会」と称する。 

 

第２条（目的） 

本研究会は、千葉県北部を中心とした脳卒中の医療連携の発展と地域の健康増進を図ると共

に、本研究会を通じた情報の発信を目的とする。 

 

第３条（事業） 

1. 研究会・講演会の開催（年２回開催） 

2. その他、本会の目的を達成するために必要な事業等 

※ 本研究会は、社会情勢等にあわせて研究会の存続・変更について世話人会で検討する。 

※ 研究会の内容、テーマ等は世話人会において検討する。 

 

第４条（会員） 

本会会員は本会の目的に賛同する医師及びコメディカルにより構成される。 

 

第５条（役員等） 

本会には以下の役員等を置く 

1. 代表世話人 １名 

2. 世話人  若干名 

3. 会計（監査） １名 

※ 代表世話人、世話人及び会計（監査）は、世話人会において選出し、承認を得るものとす

る。 

※ 会計（監査）は会計及び監査に関する業務を行う。 

※ 特別講演等の演者の選定は、世話人会で決定する。 

 

第 6条（事務局） 

本会の事務局は、下記に置くものとする。 

〒270-1694 千葉県印西市鎌苅 1715日本医科大学千葉北総病院脳神経外科 

TEL: 0476-99-1111  FAX: 0476-99-1906 



 

第 7条（会計） 

1. 本会の資産は会費、その他の収入とする。 

2. 本会の会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

3. 会費として研究会参加者より、５００円を徴収するものとする。 

 

第 8条（経費） 

運営にかかる費用は会費および主旨賛同各社よりの協賛にて行なう。 

 

第 9条（会則の変更） 

世話人会の合意をもって会則を変更できるものとする。 

 

附則 

本会会則は 2008年 12月 1日より施行する。 

2010年 11月 8日改定 

 



役員     2010年 12月 1日現在・50音順・敬称略 

代表世話人 

小林 士郎 日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科 教授 

世話人 

青墳 信之 成田赤十字病院 血液内科 部長 

荒井 泰助 新八千代病院 内科 副理事長 

大橋 高志 東京女子医科大学八千代医療センター 神経内科 講師 

大森 啓造 八千代リハビリテーション病院 理事長 

片山 薫 成田赤十字病院 神経内科 部長 

兼村 三千彦 新八千代病院 内科 副院長 

岸 雅彦 東邦大学医療センター佐倉病院 神経内科 講師 

榊原 隆次 東邦大学医療センター佐倉病院 神経内科 准教授 

嶋田 淳一 佐倉厚生園 診療部 医長 

遠山 正博 佐倉厚生園 園長 

原 行弘 日本医科大学千葉北総病院 リハビリテーション科 教授 

会計（監査） 

原 行弘 日本医科大学千葉北総病院 リハビリテーション科 教授 

 


